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中
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五
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改
正
す
る
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成
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十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

本
文
中

｢

第
二
号｣
を

｢
第
三
号｣

に
、
第
一
号
の
表
中

｢

六
十
万
四
千
八
百
円｣

を

｢

六
十
二

万
二
千
八
十
円｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成26年４月１日 火曜日 号外第34号1

�
�
�
�
�
�

�
	


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
号

平
成
六
年
一
月
七
日
青
森
県
告
示
第
十
七
号

(

青
森
県
立
図
書
館
の
喫
茶
施
設
の
使
用
料
の
額)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

昭
和
六
十
年
八
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号(

青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場
の
ス
ケ
ー
ト
靴
、

ロ
ッ
カ
ー
、
食
堂
施
設
及
び
売
店
施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

百
四
十
五
万
五
千
三
百
円｣

を

｢

百
四
十
九
万
六
千
八
百
八
十
円｣

に
、

｢

十

万
八
百
円｣

を

｢

十
万
三
千
六
百
八
十
円｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

平
成
十
二
年
五
月
一
日
青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

(

青
森
県
武
道
館
の
食
堂
施
設
の
使
用
料

の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

百
五
十
五
万
四
千
九
百
円｣

を

｢

百
五
十
九
万
九
千
三
百
二
十
円｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

青
森
県
立
郷
土
館
条
例

(

昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

別
表
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
青
森
県
立
郷
土
館
の
特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額
及
び
常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の

特
定
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額

二

常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の
特
定
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

教

育

委

員

会

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
事
由
が

あ
る
場
合
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
事

由
が
あ
る
場
合
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
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区

分

金
額

(

一
回
に
つ
き)

特
別
展

｢

発
酵
食

品
パ
ワ
ー｣

の
観

覧

個
人

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

二
百
四
十
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円)

一
般

五
百
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
円)

団
体

(

二

十
人
以
上

の
も
の
に

限
る
。)

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

一
人
に
つ
き

二
百
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
六
十
円)

一
般

一
人
に
つ
き

四
百
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
二
十
円)



( )

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
事
由
が

あ
る
場
合
を
定
め
る
規
則

(

平
成
二
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

は
、
廃
止
す

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
高
等
学
校
等

(

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不

徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二

十
五
年
法
律
第
九
十
号)
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号)

第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。)

に
在
学
し
、
か
つ
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
引
き
続

き
県
立
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
の
当
該
引
き
続
く
在
学
に
係
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合

(

こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
定
め
る
規
則
第
二
条
に
規
定
す
る
特
別
の
事
由
が
あ

る
場
合
を
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(

経
過
措
置)

３

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号)

の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
免
許
法
附
則
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
の
教
諭
の
普

通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

人
物
に
関
す
る
証
明
書

二

身
体
に
関
す
る
証
明
書

三

出
身
学
校
の
卒
業
又
は
修
了
証
明
書

四

学
力
に
関
す
る
証
明
書

五

免
許
法
附
則
第
十
九
項
に
規
定
す
る
基
礎
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

六

実
務
証
明
書

(

附
則
様
式)

附
則
に
附
則
様
式
と
し
て
次
の
様
式
を
加
え
る
。

附
則
様
式
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則

(

平
成
元
年
六
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を

第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

四

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

条
例
別
表
第
一
号｣

の
下
に

｢

及
び
第
二
号｣

を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
十
条
第
一
号
中

｢

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で｣

を

｢

各
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
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( )

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
七
月

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

十
五
万
九
千
円｣

を

｢

十
五
万
八
千
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程

(

昭
和
五
十

五
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中

｢

中
村
充｣

を

｢

奈
良
和
仁｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
四
款

浄
書
、
公
印
の
使
用
、
発
送
等

(

第
三
十
九
条
―
第
四
十
五
条)

｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

第
九
条
第
二
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

室
長
印

第
二
章
第
三
節
第
四
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
五
款

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
お
け
る
取
扱
い

第
四
十
五
条
の
二

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
お
け
る
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
本
庁

各
課
の
取
扱
い
に
準
じ
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中

｢

本
庁
の
課
長｣

の
下
に

｢

及
び
室
長｣

を
加
え
、

｢

及
び｣

を

｢

並

び
に｣

に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
中

｢

本
庁
各
課
、
出
先
機
関
及
び
教
育
機
関｣

を

｢

本
庁
の
各
課
及
び
室
、
出
先

機
関
並
び
に
教
育
機
関｣

に
改
め
る
。

｢

｢
別
表
第
一
の
１
の
�
の
ア
中

を

に
改
め
る
。

｣

｣
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第
四
款

浄
書
、
公
印
の
使
用
、
発
送
等

(

第
三
十
九
条
―
第
四
十
五
条)

第
五
款

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
お
け
る
取
扱
い

(

第
四
十
五
条
の
二)

青
森
県
教

育
委
員
会

教
育
長
職

務
代
行
者
印

青
森
県
教

育
委
員
会

教
育
長
職

務
代
行
者
印

青
森

県

教
育

庁

室
長

印



( )

別
表
第
一
の
２
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
二
の
�
中

｢

｢

を

｣

｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

(

平
成
十
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓

令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中

｢

各
課｣

の
下
に

｢

及
び
室｣
を
加
え
、

｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
改
め

る
。

(

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程

(

昭
和
四
十
三
年
六
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中

｢

課
長
、
教
育
事
務
所
長｣

を

｢

本
庁
の
各
課
長
及
び
室
長
、
各
教
育
事
務
所
長｣

に
、

｢

及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
長｣

を

｢

並
び
に
学
校
以
外
の
各
教
育
機
関
の
長｣

に
改

め
る
。

第
八
条
第
二
項
中

｢

本
庁
各
課
長｣

を

｢

本
庁
の
各
課
長
及
び
室
長｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中

｢課
(所
・
館
)
長
名
｣

を

｢課
所
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
教
育
委
員
会
広
報
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
教
育
委
員
会
広
報
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
五
月
青
森
県
教
育

委
員
会
訓
令
甲
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中

｢

本
庁
各
課
長｣

を

｢

本
庁
の
各
課
長
及
び
室
長｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
お
け
る
広
報
責
任
者
は
、
室
長
が
特
に
指
名
す
る

者
か
ら
委
員
長
が
命
ず
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

関
係
課｣

の
下
に

｢

及
び
室｣

を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

本
庁
各
課
、
教
育
事
務
所｣

を｢

本
庁
の
各
課
及
び
室
、
各
教
育
事
務
所｣

に
、

｢

及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関｣

を

｢

並
び
に
学
校
以
外
の
各
教
育
機
関｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

課
長｣

の
下
に

｢
(

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
長
を
含
む
。
以
下
同

じ
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

及
び
文
化
財
保
護
課
三
内
丸
山
遺
跡
保
存
活
用
推
進
室
長｣

を

｢

、
文
化
財
保
護
課
三
内
丸
山
遺
跡
保
存
活
用
推
進
室
長
及
び
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
総
括

主
幹｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

の
下
に

｢
(

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
置
く

主
幹
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
教
職
員
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第

七
号
か
ら
第
二
十
二
号
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
学
校
施
設
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

六

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号)

の
施

行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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課
長
印

２
１

課
長
印

室
長
印

２
１

２
１

文
化
財
保
護
課

青
教
文

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室

文
化
財
保
護
課

青
教
高

青
教
文



( )

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
臨
時
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
臨
時
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
臨
時
職
員
管
理
規
程(

昭
和
四
十
一
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
の
記
中
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
４
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

４
任
用
期
間
の
更
新
に
関
す
る
事
項

�
更
新
の
有
無

�
更
新
の
判
断
基
準

第
四
号
様
式
の
記
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中

｢

本
庁
の
課
長｣

の
下
に

｢

、
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
長｣

を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中

｢課
(所
・
館
)
長
｣

を

｢課
所
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢課
(所
・
館
)
長
｣

を

｢課
所
等
の
長
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
記
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣
第
四
号
様
式
、
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中

｢課
(所
・
館
)
長
｣

を

｢課
所
等
の
長
｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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更
新
任
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

１
更
新
任
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

２
更
新
任
用
期
間
の
終
了
後
の
任
用
期
間
の
更
新
に
関
す
る
事
項

�
更
新
の
有
無

�
更
新
の
判
断
基
準

更
新
任
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

１
更
新
任
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

２
更
新
任
用
期
間
の
終
了
後
の
任
用
期
間
の
更
新
に
関
す
る
事
項

�
更
新
の
有
無

�
更
新
の
判
断
基
準



( )

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
次
の
表
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書

取
扱
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

(

教
育
職
員
検
定
に
よ
る
教
科

に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
修
得
方
法)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

別
表

(

十
九)

の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。
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公

印

の

名

称

公

印

の

印

影

青
森
県
教
育
庁
室
長
印
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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